
船
員
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

○

船
員
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
年
八
月
十
七
日
政
令
第
二
百
四
十
九
号
）
〔
抄
〕

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
）

（
法
第
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
）

第
一
条

船
員
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

第
一
条

船
員
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
業
種
に
係
る
業
務

三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
業
種
に
係
る
業
務

に
従
事
し
て
い
た
船
員
で
あ
っ
て
当
該
業
種
に
係
る
事
業
規
模
の
縮
小
等
に
伴
い
そ

に
従
事
し
て
い
た
船
員
で
あ
っ
て
当
該
業
種
に
係
る
事
業
規
模
の
縮
小
等
に
伴
い
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
離
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
、
再

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
離
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
、
再

び
船
員
と
な
ろ
う
と
す
る
者
と
す
る
。

び
船
員
と
な
ろ
う
と
す
る
者
と
す
る
。

業

種

期

間

業

種

期

間

一

沿
海
旅
客
海
運
業
（
定
期
航
路
事

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十

一

沿
海
旅
客
海
運
業
（
定
期
航
路
事

平
成
九
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
十
三
年
六

業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

月
三
十
日
ま
で

二

内
航
海
運
業

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十

二

内
航
海
運
業
（
タ
ン
カ
ー
に
係
る

平
成
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
十
三
年

三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

も
の
を
除
く
。
）

六
月
三
十
日
ま
で

三

は
し
け
運
送
業

平
成
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
十
三
年

六
月
三
十
日
ま
で


